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調査の目的1：取り調べの可視化について

▪足利事件：幼児殺害で1990年逮捕され、犯行
を他の二人の女児を含め犯行を全面自供し、17
年間服役

→その後、DNA型再鑑定の結果、再審無罪

・この事件をきっかけに、刑事訴訟法が改正され、
2019年から、日本でも取り調べの可視化（録音/
録画）を実施予定(現在、我が国では試行期間
中）



調査の目的2：テロ対策について

▪日本では2020年に東京オリンピック開
催決定 これを受けて、テロ事件が数
多く発生する恐れが高まる

▪2017年6月 ようやく日本でも共謀罪
が成立し、組織犯罪については計画
段階で検挙が可能

▪9．11をはじめとして、テロ事件の被害
に遭っているアメリカ合衆国で、我が国
でのテロ事件を未然に防ぐために、テロ
対策について調査する



調査の目的3：性犯罪者の登録システムについて

▪後ほど詳しく説明



テーマ 犯罪捜査において何を重視し、証拠活用するのか

▪取り調べの可視化

▪共謀罪（テロ対策）

▪何を重視すべきか→取り調べの補強機能

（性犯罪者登録、司法取引、通信傍受、証人
保護、目撃証言）



事前学習

▪取り調べの可視化、ミーガン法、
共謀罪についての基本学習

▪書籍や捜査機関のホームペー
ジからの情報収集



日本での訪問先とレクチャ

▪神戸地検（刑事部長 司法面接）

▪兵庫県警(刑事企画課）

▪三宅弁護士（尼崎キャンパス）



シアトルでの訪問先

▪在シアトル日本国領事館

▪キング郡裁判所（判事、検事）

▪シアトル市警察

▪ワシントン大学警察

▪ベルビューカレッジ

▪弁護士事務所（David Smith）

▪ワシントン大学、ベルビュー大学との学生との情報交換



性犯罪者登録制度について



子どもを対象にした性犯罪殺人事件

▪広域指定117号事件

▪宮崎勤事件

▪1988年8月から89年7月

・4人の幼女を殺害



性犯罪と、子どもに対するわいせつ行為

▪もともと、性犯罪の被害に遭って
も被害届を出さない女性が多い

▪子どもの場合は、わいせつ行為
で特に未届けが多い



●性犯罪の再犯：奈良市と広島の事件

▪2004年11月17日、奈良県で小学1年生
女子児童が性的暴行を受け殺害→12月末
に逮捕された容疑者は、子どもに対する性犯
罪の前科前歴が複数
▪2005年11月22日午後、広島市で発生し
た、小学1年生女子児童の遺体発見（性的
暴行の痕跡）→ペルー人男性逮捕・未成年
者に対する複数件の性犯罪の前科





ミーガン法成立の経緯
・1994年 ニュージャージー州で7歳の少女

ミーガン・カンカちゃんが誘拐・殺害された事件

・逮捕された犯人は、被害者の家の前の住人で性犯罪の前
科者

・両親は、近隣の住人が子どもへの性犯罪の前歴があることを
知らなかった

→「もし、隣の家の人間が性犯罪者と知っていたら、もっと注意
していたので子どもが殺されることはなかったはず」

子どもに対する性犯罪の前歴者の情報公開を求める

→ミーガン法が成立



ミーガン法とは

有罪判決,出所してから15年間、性犯罪
者として登録

登録情報・・・氏名,性別,顔写真,犯罪歴,
勤務先,

性犯罪の簡潔な記述など

→居住地周辺に伝達



レベル１ 低危険度 警察のみに通知
登録情報の更新1年おき
年1回、15年間にわたって居住地に報告

レベル２
中危険度：警察の他に，学校，宗教団体，青
年のためにプログラムをおこなう団体（ボー
イスカウトなど）へ通知
6カ月ごとに25年間にわたって居住地に報告

レベル３ 高危険度：警察官が性犯罪者の居住するコ
ミュニティに出向いて情報を配付。
登録情報の更新90日おきに一生,更新

釈放前に，郡の検事が再犯の危険性を１－３段階で評価



公開例



調査目的

日本では子どもへの性犯罪数が増加傾向
アメリカでのミーガン法の効果を明らかにし、

日本で導入するべきかを検討



ワシントン大学＆ベルビュー大学

・性犯罪の登録者は自己申告の義務

→未申告で後々発覚すると退学処分

▪学長と面接

▪教員と学生に登録者のレベルによる詳細が届く

▪週1または月1で保護司と話し合い



ワシントン大学＆ベルビュー大学

〇メリット

登録者が大学生の場合、18歳以下の学生がいる授業
は履修不可

一部立ち入り禁止区域がある

→学生の安全を確保

●デメリット

学生からの差別



シアトル警察での登録者1072人
（1年間で約50人程度増加）

〇メリット

近隣に住んでいる性犯罪の前歴者について知っていると、住民の防犯
意識向上→新たな事件の発生抑制(防犯効果）

子どもに対する性犯罪事件が発生したときに、登録者から捜査を開始
→迅速な検挙へ

●デメリット

登録者への住民による差別

職に就けない、住居を得られない→ホームレスへ



まとめ

性犯罪の登録

⇒明らかに人権侵害

※しかし、そうでもしないと

アメリカでは子供を性犯罪から守れない



～日本でのミーガン法の導入～

一般市民への広範囲な情報公開は、犯罪者の人権侵害
をもたらし、立ち直りの機会を奪う可能性が大きい

性犯罪者の更生
治療教育に重点を置くべき

結論



取り調べの可視化について



可視化の義務？

ワシントン州において

取調べの可視化は州法で義務化されていない

現地で調査すると、実際には、シアトル
警察ではビデオ録画が必須条件



可視化が担う役割

シアトル

市民に対する捜査の透明化

警察のトップは市民の投票

黒人差別

銃殺による不当な捜査→ボディカメラ

対象事件、対象者範囲が
広い



録画の対象範囲

日本

被疑者のみで、実施予定

シアトル

(被疑者だけではなく、

被害者、目撃者など

事件関係者のすべてが録画対象)



なぜこれほどまでに差があるのか？

取調べにおける背景に大きな違い



Q4可視化が担う役割

日本

・自白、供述調書の信憑性がわかり、

供述の任意性が明らかになる



取調べ期間

日本

→逮捕・拘留期間23日

シアトル

→3日

時間の長い日本こそ、
供述の任意性を担保する

ために
取調べ時の録画が必要



まとめ

日本

▪対象者を被疑者のみでなく、全員にする

▪対象事件を拡大する


